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衝撃加速度試験装置による盛土および石灰・セメント改良盛土の品質管理技術

迅速・簡易・直接測
定する方法の開発

結果の判明に時間

室内試験 ⇒ 測定 ⇒ 計算

盛土の品質管理は、砂置換法による密度試験では、結果の判明まで1日以上の時間を必要としていたため、品質を
確認してから作業しなければならない盛土施工においては、品質管理に時間を要し、工事の進捗に遅れが生じるこ
とがありました。そこで盛土の密度や強度を推定する機械として「衝撃加速度試験装置」を開発しました。

この装置を使用することにより、これまで砂置換法で管理していた盛土や安定処理した盛土の品質を“直接”
“迅速”“簡易”に管理することができ、盛土の品質管理にかかる時間を大幅に低減できます。

施工した盛土の品質が基準値以上 次の盛土施工

盛土の品質管理方法

管理基準値の設定（室内試験）

・室内試験により、締固め回数を変えた供試体について
衝撃加速度と乾燥密度 の関係を求め、基準締固め度
に対応する衝撃加速度(基準衝撃加速度)を決める。

・改良した材料の場合は、固化材混合率を変えて衝撃加
速度と一軸圧縮強さの関係を求め、目標一軸圧縮強さ
に対応する衝撃加速度(基準衝撃加速度)を決め、現地試
験にて混合率と転圧回数を変えて試験施工を行い経済
的な混合率と転圧回数を決める。

・施工した盛土の衝撃加速度を
求める。

・基準締固め度以上であること
を確認する。

衝撃加速度の原理

衝撃加速度試験装置による測定状況
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V：接地時の速度
ｔ：接地から静止までの時間

一般的な盛土 

石灰・セメント改良盛土 

衝撃加速度試験装置



○メリット

【工事の迅速な施工が可能となります！】

砂置換法による密度試験：試験結果の判明に1日以上の時間が必要 ⇒ 次の層の盛土ができません。
衝撃加速度試験装置の場合、その場で判定が可能です。

例えば、30,000ｍ３の路体盛土の場合
北海道開発局での品質管理基準では、路体1,000m3に1回の密度試験が義務付けられている。

⇒ 30回以上の密度試験が必要となります。

・・・試験費用の削減、工期短縮による経費削減・・・

【固化材により改良した材料による盛土の品質管理に適しています！】

固化材で改良した材料による盛土の品質管理は、一軸圧縮強さにより行いますが、施工した盛土
の一軸圧縮強さを図ることはとても困難です。

衝撃加速度試験装置により、盛土の一軸圧縮強さを推定すれば “迅速”“簡易”“安価” に
品質管理ができます。

北海道開発局では、固化材により改良した材料による盛土の品質管理はほとんど衝撃加速度試験
装置で行っています。

衝 撃 加 速 度 試 験 装 置

○工事で使用するには？

盛土の品質管理基準では試験項目が定められている場合が多く、それ以外の試験方法は認められて
いない。 ⇒ 仕様書で密度・強度試験の代替とできる旨の記載が必要！

○お試しで使用できます！
寒地土木研究所では、衝撃加速度試験装置の短期間の貸し付けにより実際に使用することが可能です。
貸し付けの詳細につきましては、下記の寒地土木研究所HPでご確認願います。

https://www.ceri.go.jp/facility/list.html#36
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北海道開発局では、すでに【道路・河川工事仕様書】に「衝撃加速度試験」により盛土の品質を行うこと
ができるよう明記され、特に安定処理土を使用する工事に関して普及が進んでいます。


